
 
 

株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田 代表取締役社長 酒井淳）は、2025 年６月 12 日に神奈川

県横浜市（市長 山中竹春）と、災害時の迅速な対応および緊密な連携・協力に関する災害協定を    

締結しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ地震の被害想定が新たに内閣府の有識者検討会から発表されるなど、巨大地震や自然災

害のリスクが高まっており、地域の防災マネジメントの充実が喫緊の課題となっています。 

阪急交通社では、2024 年 4 月に自治体の災害時の緊急支援を行う DHAT（Disaster Hankyu 

Assistance Team）を発足させ、危機管理への取組みを強化しています。旅行事業で構築した自治体

との関係性を活かし、全国各地において災害時における支援活動を推進しています。 
 

横浜市は、日本で最も人口が多い政令指定都市です。日本を代表する国際貿易港である横浜港を  

有し、その近辺には中華街や三渓園、みなとみらい地区など多くの観光名所がある国際都市です。 

このたび、横浜市と以下の通り、災害協定を締結する運びとなりました。 

 

【連携・協力に関する主な内容】 

（１）横浜市が開設する避難所等の開設および運営に係る各種支援のための人材・資機材等の確保 

（２）横浜市内の物資集配施設（備蓄庫等）における荷役作業等のための人材・資機材等の確保 

（３）横浜市災害対策本部または区災害対策本部の各種業務支援のための人材・資機材等の確保 

（４）その他、協議により必要と認められる事項 

 

阪急交通社は、このたびの協定締結を通じて、横浜市の災害時における都市機能の維持に努める

とともに、災害に強い街づくりにお役に立てるように取り組んでまいります。 

 
＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞ 

株式会社阪急交通社 広報部 
〒105-0004 東京都港区新橋 3-3-9   TEL：03-6745-7333 ／ FAX：03-6745-7351 

〒530-0001 大阪市北区梅田 2-5-25  TEL：06-4795-5711 ／ FAX：06-4795-5724 
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